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Ⅰ 地域交通の現状と課題
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

バスや鉄道は、人口が多く分布する宮
崎市や都城市、延岡市等を中心に、県
内各地域を結ぶ。

バスは大半を宮崎交通(株)が運行し、
鉄道は５路線（※）全てＪＲ九州が
運行。
※ 日豊本線、宮崎空港線、肥薩線、

吉都線、日南線

バスや鉄道をはじめとする地域の公共
交通は、通勤や通学、通院、買い物な
ど、県民の日常生活はもとより、観光
振興を支える重要な社会基盤。

１ 概説
図１ 県内の鉄道・広域的なバス路線
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

２ 人口の推移

（出典：国勢調査、宮崎県資料）

図２ 本県の年齢３区分別人口

■2000年 → 2020年

■2020年以降
総人口は減少が加速する一方、老年人口はほぼ横ばい
（＝公共交通を必要とする移動手段に課題を抱える方々の数は高い水準を維持する可能性）

本県の総人口は20年間で8.5%減（＝公共交通の利用者になりうるパイ全体の減）
特に、生産年齢人口は23.2％減（＝通勤利用の減）、年少人口は25.1％減（＝通学利用の減）
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

３ 乗用車・運転免許の保有状況

本県は、全国平均より自家用車の
保有台数が多い。

図３ 世帯当たりの乗用車保有台数の推移

（出典：(一財)自動車検査登録情報協会、国勢調査）

図４ 運転免許保有率の推移

本県では、高齢になっても運転免許
を保有し続けている（保有せざるを
得ない。）。

（出典：運転免許統計、総務省統計局資料、国勢調査、宮崎県資料） 7



Ⅰ 地域交通の現状と課題

４ 生活機能の状況
図５ 病院数の推移（全国） 図６ 学校数の推移（全国）

医療や教育など生活に不可欠な分野のサー
ビスの持続性確保のため、全国的に病院・
学校等の統合・集約や、部活動の地域展開
が急速に進展。
地方では、商圏の縮小による小売店（スー
パー、商店街）が減少。

図７ 食品アクセス困難人口（全国）

（※このスライドのグラフはいずれも国土交通省九州運輸局資料 2026.4 より抜粋）
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

５ 地域交通の利用状況
(1) 鉄道

鉄道の平均通過人員（＝輸送密度）は、ＪＲ発足直後（Ｓ62）と比べ減少。
特に、日豊本線（佐伯～延岡）や吉都線、日南線での減少率が大きい。

図８-１ 県内鉄道路線の平均通過人員

（ＪＲ九州公表資料をもとに県総合交通課作成）
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

５ 地域交通の利用状況
(1) 鉄道

近年はコロナ禍により減少したものの、その収束に伴い徐々に回復。
しかしながら、吉都線や日南線はコロナ禍前より１割以上低い水準に留まっている。

図８-２ 県内鉄道路線の平均通過人員（Ｒ元を100とした場合）

（ＪＲ九州公表資料をもとに県総合交通課作成）

日豊本線
(都城～国分) 日豊本線

(佐伯～延岡)

日豊本線
(延岡～南宮崎)宮崎空港線

(田吉～宮崎空港)

日南線
(南宮崎～油津)

日豊本線
(南宮崎～都城)

吉都線
(吉松～都城)

日南線
(油津～志布志)

※災害により長期間運転見合わせがあった年度については非開示
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

５ 地域交通の利用状況
(2) 路線バス

路線バスは、30年間で輸送人員が66.4％減少し、走行キロも45.5％減少。

図９ 路線バスの輸送人員・走行キロ

（宮崎運輸支局業務概況をもとに県総合交通課作成）
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

５ 地域交通の利用状況
(3) タクシー

タクシーは、30年間で輸送人員が68.7％減少し、延実働車両数も52.2％減少。

（宮崎運輸支局業務概況をもとに県総合交通課作成）

図10 タクシーの輸送人員・延実働稼働車両数
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

６ 運転士数・平均年齢
(1) バス

宮崎交通のバス運転士は減少傾向であり、その平均年齢は上昇傾向にある。

図11 宮崎交通のバス運転士の人数・平均年齢

（宮崎交通からの聞き取りをもとに県総合交通課作成）※ 各年度９月末時点
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

６ 運転士数・平均年齢
(2) タクシー

県内のタクシー運転士は減少傾向であり、その平均年齢は高止まりしている。

図12 県内のタクシー運転士の人数・平均年齢

（九州運輸要覧、県タクシー協会からの聞き取りをもとに県総合交通課作成）※ 各年度３月末時点

14



Ⅰ 地域交通の現状と課題

７ 収支状況

（単位：百万円）
R元 R2 R3 R4 R5 R6

152 ▲ 832 ▲ 251 38 263 232
路線バス 14 ▲ 536 ▲ 161 ▲ 47 29 ▲ 93
高速バス 97 ▲ 272 ▲ 163 ▲ 15 98 130
貸切バス 32 ▲ 24 62 110 126 186
広告等 14 6 14 0 9 9

バス事業

表１ ＪＲ九州県内各線区（平均通過人員2,000人未満）の営業損益

（出典：ＪＲ九州公表資料）

表２ 宮崎交通バス事業の営業損益

（出典：宮崎交通業績報告）

ＪＲ九州が公表している平均通過人
員2,000人未満の県内線区における収
支はいずれも赤字。

宮崎交通の路線バス事業は赤字基調
であり、高速バス事業や貸切バス事
業の収益で穴埋めしている状況。
現在、地域間幹線バス系統に対し、
県と市町村による特例的な追加支援
を実施（Ｒ８まで））。

【要因】
利用者減少による収入の減
人件費や燃料費、維持修繕費の上昇による費用の増
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

８ 財政負担

広域的な路線バスの運行に係る財政負担は、コロナ禍前より大きくなっている。

(1) 広域的な路線バス

（県総合交通課作成）

図13 広域的な路線バスの運行欠損額に係る財政負担額

コロナ禍前（Ｒ元）における
国・県・市町村の財政負担額合計
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

８ 財政負担
(2) 地域内の路線バス

地域内の路線バスの運行に係る財政負担は、コロナ禍前よりも大きくなっており、
増加傾向にある。

（県総合交通課作成）

図14 地域内の路線バスの運行欠損額に係る財政負担額

コロナ禍前（Ｒ元）における
市町村の財政負担額
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

９ 国の動き

国は、令和７年度から令和９年度までを「交通空白」解消に
向けた集中対策期間と位置付け、市町村等の取組を支援。

（出典：国土交通省九州運輸局講演資料 2026.4 より引用）

図15 国土交通省における「交通空白」解消の取組
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

９ 国の動き

（出典：国土交通省講演資料 2026.3 より引用）

図16 「交通空白」解消等リ・デザイン全面展開プロジェクト

国は、「交通空白」解消に向けた移動手段の確保のほか、
共同化・協業化の促進、地域交通DXの推進、地方公共団体
の体制整備を支援。

19



Ⅰ 地域交通の現状と課題

９ 国の動き

国は、地域交通法の改正案を閣議決定し、学校や病院、福祉
施設等の利用者送迎サービス等を含めた輸送資源のフル活用、
共同化・協業化を推進する予定。

（出典：国土交通省九州運輸局講演資料 2026.4 より引用）

図17 地域交通法改正案
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

９ 国の動き

（出典：国土交通省九州運輸局講演資料 2026.4 より引用）

図18 地域輸送資源のフル活用

「地域輸送資源のフル活用」では、路線バスやスクールバス、
病院送迎車など、それぞれが個別に輸送サービスを提供して
いたものを、需給を統合調整し、又は集約することにより、
効率的なサービスの提供を目指す。
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

９ 国の動き

（出典：国土交通省講演資料 2026.3 より引用）

図19 「交通空白」問題の核心（イメージ）

通学・通院・買い物などの移動手段の不足は、「交通空白」問題の表
層に過ぎない。
その下に隠れている「家族の送迎負担」は大きな「機会損失」であり、
高齢者の健康面への悪影響、さらには社会保障費の増大も招く。
そして、最終的には、地域の衰退、都市への人口流出等につながる。
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Ⅰ 地域交通の現状と課題

10 課題のまとめ

① 人口減少等に伴う利用者数の減少への対応

② 移動実態・ニーズを的確に捉えた地域交通
サービスの提供

③ 運転士不足対策等の経営改善の推進
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Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）
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Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

１ 計画の概要
「広域的なバス」を将来にわたり持続可能なものとするために策定。
「需要の掘り起こし」、「運行の最適化・効率化」、「運行基盤の整
備・充実」の３つを基本方針に設定。
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Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

【参考】宮崎県地域公共交通協議会の概要

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等に基
づき、「宮崎県地域公共交通計画の策定・実施に関す
ること」、「地域における住民の生活に必要な輸送手
段の確保・維持・改善その他公共交通の利便の増進及
び課題解決」について協議し、実情に即した輸送サー
ビスの実現と利便性の向上を図ることを目的に設置。

（1）設置目的

（3）主な協議事項
• 計画の策定、変更、実施状況の評価
• 生活交通確保維持改善計画の策定・変更の協議
• 地域間幹線バスの路線の改廃等（部会にて協議）
• その他、公共交通の目的達成に必要な事項

（4）運営体制
• 会 長：宮崎県総合政策部長
• 副会長：学識経験者
• その他の委員：国、市町村、交通事業者、利用者の

代表 等

【宮崎県地域公共交通協議会の委員】

（2）設置時期
令和４年９月

役職

国土交通省九州運輸局交通政策部 部長

国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局 支局長

宮崎県市長会 会長

宮崎県町村会 会長

宮崎地域分科会 会長

都城地域分科会 会長

延岡・西臼杵地域分科会 会長

日南地域分科会 会長

小林地域分科会 会長

日向・東臼杵地域分科会 会長

西都地域分科会 会長

九州旅客鉄道株式会社宮崎支社 支社長

宮崎交通株式会社 代表取締役

一般社団法人　宮崎県バス協会 会長

一般社団法人　宮崎県タクシー協会 会長

宮崎河川国道事務所 所長

延岡河川国道事務所 所長

宮崎県警察本部交通部 参事官

宮崎県高等学校PTA連合会 会長

宮崎県私立中学高等学校協会 理事

宮崎県社会福祉協議会 副会長

国立大学法人宮崎大学　名誉教授　出口　近士 －

宮崎県総合政策部 部長

宮崎県県土整備部 部長
宮崎県

国・市町村

所属等

学識経験者

関係公共交通事業者等

関係道路管理者

区分

地域公共交通の利用者

関係公安委員会
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方針①：需要の掘り起こし【目標：利用者数の増加】

●バス利用促進協議会の設置と効果的な利用促進策の検討・実施
【Ｒ６～】

宮崎県バス利用促進協議会（令和6年4月設置）において、
市町村や交通事業者等とともに、効果的な利用促進策を検討・実施。

令和6年 6月～ 7月 県民アンケート
3月 宮崎バスフェスタ開催（宮崎市）

令和7年10月・12月 バス無料デー開催（計4日間）
3月 宮崎バスフェスタ開催（都城市）

●デジタル技術を活用した利便性向上
【Ｒ２～】

MaaSアプリ「my route」を通じ、鉄道やバスがシームレスに
利用できるデジタルチケットを販売

●企画乗車券の造成等による高齢者の利用促進
【Ｒ５～Ｒ６】

65歳以上の高齢者がバスを１乗車200円で利用できる企画乗車券「みやざきシニアパス」の造成を支援
【Ｒ７】

「みやざきシニアパス」の後継商品「宮交スマート65」の購入費（１万円）を半額助成

Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

２ これまでの取組状況
「需要の掘り起こし」では、「バス無料デー」の実施やＭａａＳ
の推進、高齢者向けの企画乗車券の造成支援等に取り組む。
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●デジタル技術を活用した運行の効率化
【Ｒ５～Ｒ７】

運行の効率化を図るため、これまで定時定路線の
バスが運行していたエリアにおいて、ＡＩオンデマ
ンドバス「宮交のるーと」の導入に係る実証実験を支援

（実証実験箇所）
・恒久・田吉地区（宮崎市）
・月見ヶ丘・源藤地区（宮崎市）
・希望ヶ丘・国富ヶ丘地区（宮崎市）

●利用実態等に応じた地域間幹線バスのあり方の検討
【Ｒ６～】

地域間幹線バスを将来にわたり持続可能なものと
するため、各系統の状況を客観的に評価し、市町村
や交通事業者とともに評価結果に基づいた路線のあ
り方の検討・見直しを実施

算定方法

① 幹線性 年間利用者数÷沿線人口

② 広域性 複数市町村をまたいだ利用者の割合

③ 生産性 平均乗車密度、輸送量

④ 採算性 収支率（＝運行収入÷運行経費）

⑤ 人口減少率 沿線人口の減少率（R2 → R12）

指標

【地域間幹線バスの評価指標】

Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

２ これまでの取組状況

方針②：運行の最適化・効率化【目標：収支の改善】

「運行の最適化・効率化」では、ＡＩオンデマンドバスの導入支
援や、評価指標による地域間幹線バスの見直しに取り組む。
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●広域的なバスの運行等に対する支援
❶ 地域間幹線バス

・ 国庫補助を活用しながら、事業者に対し、運行費及び車両減価償却費等を支援
・ 路線の見直しを行う令和８年度までの間、県と市町村で追加支援を実施し、事業者負担を大きく抑制

❷ 広域的コミュニティバス
・ 運行主体である市町村に対し、運行費を支援

●大型二種免許の取得支援等による運転士確保
・ 事業者に対し、県バス協会を通じ、大型二種免許の取得費用を支援
・ 事業者に対し、大型二種免許特例教習の受講費用を支援

【特例教習に対する補助のスキーム】

●R6バス事業年度（R5.10～R6.9)における補助等 （単位：千円）

県補助 市町村負担 事業者負担

369,486 69,504 299,982 131,452 152,819 15,711

経常費用 経常収益 欠損額
欠損に対する補填・負担内訳

●R6バス事業年度（R5.10～R6.9)における運行費の補助等 （単位：千円）

国 県 県 市町村

1,375,543 867,988 507,555 98,150 98,150 154,191 156,857 507,348 207 ※鹿児島交通の運行する路線を除く

経常費用 経常収益 欠損額

欠損に対する補填・負担内訳
補助額

事業者負担協調補助 追加補助
補助額 計

Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

２ これまでの取組状況

方針③：運行基盤の整備・充実【目標：運転士数の増加】

「運行基盤の整備・充実」では、地域間幹線バス等の運行支援や、
大型二種免許の取得支援による運転士確保等に取り組む。
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●各指標の評価
指標１（広域的なバスの利用者数）
・令和４年度（計画策定時）と比較し、令和６年度は利用者数が21.3万人増加。
・引き続き、目標達成に向け利用促進に努める必要がある。

指標２ー１（広域的なバスの収支率）
・令和４年度（計画策定時）と比較し、令和６年度は収支率が4.4％改善された。
・必要な路線を維持しつつ、需要に合った運行内容への見直しや、収益確保のための利用促進に努める必要がある。

指標２ー２（広域的なバスの運行に対する県の財政負担）
・令和４年度（計画策定時）と比較し、令和６年度の県の財政負担は同程度となった。
・引き続き、利用実態に応じた運行内容への見直し及び利用促進により、欠損額の圧縮に努める必要がある。

指標３（乗合バスの運転士数）
・令和４年度（計画策定時）から減少が続いている。
・必要な路線を維持していくため、運転士確保に係る施策を継続・強化する必要がある。

Ⅱ 宮崎県地域公共交通計画（令和６年２月策定）

３ 数値指標の状況

※ 計画策定時（R3年度）の運転士数：272人
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Ⅲ 次世代交通技術の導入
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

１ ＡＩオンデマンド交通

(3) 県内での導入事例

ＡＩを活用し、利用者の予約状況に応じてリアル
タイムに最適なルートを選択し、運行するバスや
乗合タクシー

(1) ＡＩオンデマンド交通とは

利用者のニーズに合わせた運行が可能（ドア・
ツー・ドアに近い形で柔軟なダイヤにより運行）
小型車両での運用により、運行コストの低減や運転
士不足対策（小型車両は大型免許が不要）が可能

運賃
（大人/１乗車）

運行日・時間エリア運行主体名称

300円・500円毎日
9:00～17:00

宮崎市内
３地区

宮崎交通
(株)宮交のるーと

300円平日
8:00～16:00旧北浦町延岡市チョイソコ

のべおか

300円平日・土曜
7:00～19:00市街地日向市のるーと日向

200円平日
9:10～17:00町内全域高鍋町高鍋町

デマンド交通

200円月・水・金曜
8:00～18:00 等町内全域木城町あおばと号

200円平日・土曜
8:40～18:00町内全域川南町トロントロン

バス

(2) メリット ※路線バスとの比較

図21 ＡＩオンデマンド交通の県内導入事例

図20 ＡＩオンデマンド交通のイメージ

（出典：国土交通省ホームページ）

（県総合交通課作成）※ 令和８年４月１日現在

表３ ＡＩオンデマンド交通の県内導入事例
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

２ キャッシュレス決済
(1) 種別

特徴主な種類種別

• 全国相互利用サービスに対応しているため、１枚のカー
ドで多くの鉄道やバスが利用可能

• 「モバイルSuica」や「モバイルPASMO」など、スマート
フォン上のデジタルカードも同様に利用できる

• 情報処理速度が速い

Suica、PASMO、ICOCA、
Kitaca、PiTaPa、manaca、
TOICA、SUGOCA、
nimoca、はやかけん

交通系ＩＣカード

• 運賃が直接カードの支払い口座（またはプリペイド残
高）から引き落とされるため、事前のチャージが不要

• 専用のICカードを購入・チャージする必要がないため、外
国人観光客に便利

• 初期投資費用が比較的安価

国際ブランド※1のクレ
ジットカード 等タッチ決済

• アプリ内で購入したデジタルチケットのQRコードを機器
に読み取らせるか、画面を係員や乗務員に提示して利用

• 「乗り放題パス」等の企画乗車券をアプリ内で購入し、
利用することができる（窓口に並ぶ必要がない）

• 初期投資費用が比較的安価

各種スマートフォンア
プリ（JR九州アプリ、
my route 等）

ＱＲコード※2決済

※１：Visa, Mastercard, JCB, American Express, Diners Club 等
※２：QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標

表４ キャッシュレス決済の種別
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

２ キャッシュレス決済
(2) 県内の導入状況

① 鉄道（ＪＲ）

② バス

交通系ＩＣカード
・ 宮崎市・新富町の計19駅で利用可能

ＱＲコード決済
・ ＪＲ九州が提供する決済サービス

「ＱＲチケレス」が特急停車駅等で
利用可能（公式予約サイトと連携）

・ ＭａａＳアプリ「my route」で提供
するデジタルチケットが利用可能

図23 JR九州「ＱＲチケレス」
利用可能区間

交通系ＩＣカード
・ 宮崎交通の全路線で利用可能

タッチ決済
・ 宮崎交通 宮崎～日南（飫肥）線、宮崎～都城線、

宮崎～小林線、宮崎駅～宮崎空港線
・ 三和交通 高鍋～都農線、西都～高鍋線、

西都～国富（郡境）線 で利用可能
その他

・ 宮崎交通がＭａａＳアプリ（ my route 等）を通じ、
各種デジタルチケットを提供
※スマートフォンの画面を運転士に提示して利用

（出典：ＪＲ九州ホームページ）

図22 JR九州 交通系ＩＣカード
ＳＵＧＯＣＡ利用可能エリア

ぐんざかい

（出典：ＪＲ九州ホームページ ※一部県総合交通課が加工）

：令和８年１月供用開始

図24 タッチ決済利用可能バス路線

（県総合交通課作成）

令和７年３月
より順次拡大

お び
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

３ ＭａａＳ

地域住民や旅行者一人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通
やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行うサー
ビス

(1) ＭａａＳ（Mobility as a Service）とは

(2) 期待される効果
① 利便性の向上（利用者目線）

異なる移動手段を乗り継ぐ際、検索
から予約・決済までを一括で行える。
目的地までの最も効率的な移動手段
を容易に選択できる。

③ 社会課題の解決（地域・行政目線）

移動データを収集・分析することで、効率的な運行計画を立案できる。
観光客や普段公共交通を利用しない層に対しても、情報を分かりやすく提供でき、利用
促進や新たな需要の掘り起こしにつながる。

② 経営効率化と収益向上（事業者目線）

維持が難しくなりつつある路線バスなどを、他の移動手段と組み合わせることにより、
持続可能な公共交通網へと再編できる。
観光地への二次交通の利便性を高めることで、回遊性が向上し、地域での消費が拡大す
る。

（出典：国土交通省『地域交通におけるデジタル技術活用に関する調査研究レポート』(令和７年４月））

図25 ＭａａＳのイメージ
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

３ ＭａａＳ
(3) 県内での取組状況

111会員
（正会員：97、賛助会員：12、情報連携会員：2）会員数

副会長 ：宮崎県総合政策部長理事会
運営本県

の関
わり

副委員長：宮崎県総合交通課長
委員 ：宮崎県観光推進課長

運 営
委員会

R8当初：10,653千円負担金

表５ 一般社団法人九州ＭａａＳ協議会図26 九州ＭａａＳサービス開始時のポスター

図28 みやざきマルっと１Dayフリーパス

令和２年度、交通事業者や県、市町村、観光協会等により宮崎ＭａａＳ実行委員会を組織し、
以後、デジタルチケットの造成等を推進
令和６年度からは「九州ＭａａＳ」に参画し、県境を越えた取組や他分野との連携等も推進

※ 令和８年４月１日現在

図27 県内のデジタルチケット販売枚数

（県総合交通課作成）

県内におけるデジタルチケットの
販売枚数は着実に増加
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

４ 公共ライドシェア／日本版ライドシェア
(1) 概要

概要運行主体法的根拠区分

• 民間のバス・タクシー事業が成り立たない場合であって、地域
における輸送手段の確保が必要な場合に、必要な安全上の措置
をとった上で、市町村やNPO 法人等が、自家用車を用いて提供
する運送サービス

• 導入には地域公共交通会議における合意が必要
• 運転者は二種運転免許保有又は「一種運転免許保有＋大臣認定

講習の受講」が必要

市町村、
NPO法人
等

法第78条
第２項

公共
ライドシェア

• タクシー事業者の管理の下で、自家用車・一般ドライバーを活
用した運送サービス

• タクシー配車アプリデータ等によりタクシーが不足する地域・
時期・時間帯を特定して不足分を供給

• タクシー事業者の申し出に基づき実施

タクシー
事業者

法第78条
第３項

日本版
ライドシェア

※ 法：道路運送法

(2) 県内での導入状況

導入市町村等区分

都城市、延岡市、日南市、小林市、日向市、串間市、三股町、新富町、西米良村、木城町、
椎葉村、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 （計14市町村）

公共
ライドシェア

宮崎交通圏（宮崎市、国富町、綾町）日本版
ライドシェア
※ 令和８年３月末現在
※ 公共ライドシェアは運転業務をタクシー事業者等に委託しているものを含む
※ 日本版ライドシェアは運行実績がある区域に限る

表６ 公共ライドシェア／日本版ライドシェア

表７ 県内での公共ライドシェア／日本版ライドシェアの導入状況
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

５ 自動運転
(1) 自動運転のレベル

図29 自動運転のレベル分け

自動運転は技術レベルにより５段階に分けられる。
国は、一定の条件下での自動運転であるレベル４の社会実装に向けた取組を進めている。

（出典：国土交通省『第１回自動運転社会実現本部会議資料』2026.1 ※県総合交通課が一部加工）

(2) 期待される効果

運転者の違反による交通事故の削減
地域公共交通の維持・改善（運転士不足への対応、効率的な運行） 等
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

５ 自動運転
(3) 世界の状況

（出典：国土交通省『第１回自動運転社会実現本部会議資料』2026.1 ※県総合交通課が一部加工）

図30 世界的な自動運転の研究開発競争の状況

39



Ⅲ 次世代交通技術の導入

５ 自動運転
(4) 国内の状況

一部地域においてはレベル４自動運転の実証実験が行われている。

（出典：国土交通省資料 2026.3 より引用）

図31 国内におけるレベル４自動運転の事例
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

５ 自動運転
(5) 県内の状況

令和６～７年度、西都市が自動運転バス等の実証実験（レベル２）を実施。レベル４の
実装に向け検討中。

令和８年２月12日～令和８年３月13日実証期間

右図②、③（青線）右図①（赤線）ルート

車両② トヨタ社製「シエナ」車両① NAVYA社製「EVO」

車両

レベル２レベル

無料運賃

NTTビジネスソリューションズ(株)、宮崎交通(株)、(株)日南、
May Mobility、(株)マクニカ参画企業

360人489人利用者数

表８ 西都市による自動運転実証実験の概要（令和７年度）

（公開情報及び西都市からの聞き取りをもとに県総合交通課作成）

図32 西都市による自動運転実証実験ルート
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Ⅲ 次世代交通技術の導入

５ 自動運転

（出典：国土交通省『第１回自動運転社会実現本部会議資料』2026.1 より引用）

(6) 課題
実走行による膨大なデータ取得、安全性検証等を可能にする巨額の資金調達。
起こりうる様々な状況への対応（例：隘路でのすれ違い、豪雨・積雪等のレアケース）や
効率的な遠隔監視体制等を可能にする技術の確立。 等

他方、従来は自動運転プログラムを人が作成していたが、直近では車両に搭載したＡＩに
自己学習させる手法での開発が急速に進展しており、動向を注視する必要。

図33 自動運転社会の実現に向けて
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Ⅳ 地域交通の広域連携／広域にまたがる交通
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Ⅳ 地域交通の広域連携／広域にまたがる交通

１ 市町村への支援
(1) 研修会

県では、市町村担当者のスキルアップを図るため、研修会を開催

内 容実施時期

県バス利用促進協議会、県補助事業等の説明４月
R
6 先進自治体による講演

（大分県別府市：一般ドライバーが運転者となる公共ライドシェア等）１月

国における地域公共交通施策等の説明
県補助事業の説明４月

R
7 九州ＭａａＳにおける取組の紹介

先進自治体による講演
（富山県南砺市：タクシーと公共ライドシェアの共同配車等）

１月

【成果の一例】
日向市と西米良村において、一般ドライバーが運転者となる公
共ライドシェア導入の動きにつながる

図34 令和７年度の研修会の様子

内 容実施時期

東郷地域の地域交通のあり方を検討する一環として、
一般ドライバーが運転者となる公共ライドシェア
「meemo日向」の体験乗車会を実施

R8.1月日向市

夜間の移動手段の確保を図るため、一般ドライバー
が運転者となる公共ライドシェアの実証運行を開始R8.2月～西米良村

図35 「meemo日向」体験乗車会の様子

（日向市提供 ※画像の一部を県総合交通課が加工）

ミーモ

ミーモ

表９ 市町村担当者向け研修会

表10 一般ドライバーによる公共ライドシェアの新たな動き

なんと
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Ⅳ 地域交通の広域連携／広域にまたがる交通

２ 鉄道の利用促進

(1) ＪＲ吉都線・日南線の利用促進
沿線市町が設置するＪＲ吉都線、日南線
の利用促進協議会の取組を支援。

(2) 観光列車「海幸山幸」の利用促進

「海幸山幸」の平日臨時運行を利用する
旅行業者に対し、運賃等の一部を助成。

• 団体利用運賃助成（子どもや高齢者
等の団体利用時に運賃全額を助成）

• 周辺環境整備（地域住民団体による
駅の清掃、草刈り等を支援）

• 鉄道の乗り方教室の実施

• イベント列車の企画・運行 等

【主な取組】

【対象者】20人以上で催行されるツアーを
企画・実施する旅行業者

【補助額】ツアー１回あたり50,000円

図38 観光列車「海幸山幸」

図36 吉都線イベント列車
「フォトジェニックツアー」

図37 小学生を対象とした
乗り方教室
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Ⅳ 地域交通の広域連携／広域にまたがる交通

３ 広域交通と地域内交通との連携

(1) 結節強化

(2) 観光二次交通

宮崎県バス利用促進協議会において、乗り
継ぎ検討部会を設置し、公共交通相互の結
節強化（乗り継ぎの円滑化）に向けた検
討・調整を行う
令和７年度は、市町村のコミュニティバス
等の担当者向けに、ＪＲ九州のダイヤ改正
（令和８年３月）に係る説明会を開催

図39 結節強化のイメージ

地域交通が脆弱な本県において、観光地ま
での二次交通を確保するためには、各交通
モードの連携が不可欠
県では、ＭａａＳの枠組みを活用した利便
性向上の取組等を支援している

料金利用可能区間チケット名

大人：2,300円
小児：1,150円

ＪＲ：宮崎駅～宮崎空港駅・南郷駅
バス：宮崎駅～飫肥、飫肥～幸島入口日南１デーフリーパス

大人：4,200円
小児：2,100円

鉄道：延岡駅～宮崎駅・宮崎空港駅
バス：高千穂バスセンター～延岡駅

高千穂～延岡～宮崎
周遊チケット

大人：3,500円
小児：1,750円バス：宮崎駅～鹿児島空港マンゴーライナー

片道乗車券

表11 観光客向けのデジタルチケットの例

※ 令和８年４月１日現在 46



Ⅴ 令和８年度の県の取組
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Ⅴ 令和８年度の県の取組

１ 令和８年度事業一覧
表12 令和８年度 地域交通（バス・鉄道・タクシー関係）の事業一覧
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Ⅴ 令和８年度の県の取組

図40 県が運行費を補助するバス路線（令和８年度）
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Ⅴ 令和８年度の県の取組
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